
 

 

 

 寿都町では、不妊治療または不育治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、治療にかかった費用の一部

を助成します。 

 

  

 ◇ 法律上の婚姻をしていて、夫婦ともに寿都町に住所を有すること。 

 ◇ 町税及び使用料等の滞納がないこと。 

 ◇ 夫婦の前年の所得合計が７３０万円未満であること。 

 ◇ 特定不妊治療においては、北海道の事業による助成の決定を受けた者、または、年齢による条件のみで北海

道の事業による助成を受けられなかった者。 

 ◇ 不育症治療においては、北海道の事業による助成の決定を受けた者。 

 

 

 

 

 ☆ 一般不妊治療 ※寿都町独自の助成となります。 

治療法 注意事項 町の助成 助成期間 

一般不妊治療 
食事代、入院代、文書料及び凍結保存にかかる費用

など、治療に直接関係のない費用は対象外 

１年度あたり上限

５万円 

※治療費合計１万

円から申請可能 

治療を開始した日から 

２年間 

 ☆ 特定不妊治療・不育症治療 ※北海道で実施している治療費助成があります。 

  ・北海道特定不妊治療費助成事業または北海道不育症治療費助成事業の助成を受けている方は、北海道が助成

した額を差し引いた額に対して、寿都町が助成します。 

  ・特定不妊治療については、北海道特定不妊治療費助成事業の対象要件から、妻の年齢条件のみで対象外とな

った方に対し、寿都町独自の助成をします。 

治療法 北海道の助成 町の助成 助成期間 

特定不妊治療 

あり 

１回あたり北海道が助成した額の１／２以内の額か、

治療に要した医療費の自己負担額から北海道が助成し

た額を差し引いた額のいずれか低い額 

北海道特定不妊治療費助

成事業実施要綱に基づく 

なし 
１回あたり医療費の自己負担額の１／２以内の額か、

７万５千円のいずれか低い額 
通算３回 

不育症治療 あり 

１回あたり北海道が助成した額の１／２以内の額か、

治療に要した医療費の自己負担額から北海道が助成し

た額を差し引いた額のいずれか低い額 

北海道不育症治療費助成

事業実施要綱に基づく 

治療法 内  容 

一般不妊治療 
タイミング療法、薬物療法、手術療法など医療保険各法の適用となる不妊治療や、医療保険各法の適

用外治療のうち、体外受精および顕微授精を除く不妊治療（人工授精）であること。 

特定不妊治療 

北海道知事が指定する医療機関または道外医療機関の所在する都府県知事が指定する医療機関にお

いて行う体外受精および顕微授精であること。（北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく治

療であること。） 

※夫婦以外の第三者から提供を受けた精子および卵子並びに胚の提供による不妊治療や、代理母、借

り腹によるものは対象外。 

※卵胞が発育しない等により、卵採取以前に治療を中止した場合は対象外。 

不育症治療 
産科または婦人科を標榜する日本国内の医療機関において、不育症と診断されて行う検査および治療

であること。（北海道不育症治療費助成事業実施要綱に基づく治療であること。） 

※以下の要件を満たす方となります。 

※申請手続きについては裏面にあります。 



 

 ☆ 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆ 申請期限 

  治療を終了した日の属する年度内、および、北海道の助成を受けた方は北海道が交付を決定した同年度内に申

請をしてください。特別な事情により年度内に申請することが難しい場合は、事前にご相談ください。 

 ☆ 申請に必要な書類 

  下記の申請書類は、役場町民課健康づくり係の窓口でお渡ししています。 

 ※各証明書は、受診した医療機関に持参し、証明を受けてください。その他、町長が必要と認める書類を提出して

いただくことがあります。 

 

＊問合せ・申請先＊ 

寿都町役場 町民課健康づくり係 電話：０１３６－６２－２５１３ 

                         E-mail：kenkou@town.suttu.lg.jp 

申請に必要な書類等 
一般不妊 

治療 

特定不妊治療 
不育症治療 

道の助成あり 道の助成なし 

寿都町一般不妊治療費補助金交付申請書（様式第１号） 〇    

寿都町特定不妊治療費補助金交付申請書（様式第２号）   〇  

寿都町不妊治療費補助金交付事業受診等証明書（一般不妊

治療用）（様式第３号） 
〇  

 
 

寿都町不妊治療費補助金交付事業受診等証明書（特定不妊

治療用）（様式第４号） 
  〇  

寿都町特定不妊治療費補助金交付申請書（様式第５号）  〇   

寿都町不育症治療費補助金交付申請書（様式第１号）    〇 

医療機関が発行した領収書（原本） 〇  〇  

北海道知事からの助成決定通知書（写し）  〇  〇 

夫婦の所得を証明できる書類 〇  〇  

振込先口座が確認できるもの（通帳等） 〇 〇 〇 〇 

印鑑（朱肉を使用するもの） 〇 〇 〇 〇 

一般不妊治療 特定不妊治療・不育症治療 

北海道へ助成申請 

（審査・交付決定） 

妻の年齢条件により北海道へ申請

できない特定不妊治療 

寿都町へ補助金（助成）申請 ※申請を希望される方は、事前に町民課健康づくり係へご相談ください 

審査・交付（不交付）決定 

補助金（助成）交付決定通知 補助金（助成）不交付通知 

口座振込 北海道特定不妊治療費助成事業または北海

道不育症治療費助成事業について詳しくは、

北海道のホームページをご覧ください。 

※交付決定後 


